
議 案 第 ９ ２ 号  

 

亀 山 市 交 通 遺 児 援 護 金 給 付 条 例 の 廃 止 に つ い て  

 

亀 山 市 交 通 遺 児 援 護 金 給 付 条 例 を 別 紙 の と お り 廃 止 す る 。  

 

 

         平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 ２ ７ 日 提 出  

 

              亀 山 市 長   櫻  井  義  之  

 

 

 

 

別  紙  

亀 山 市 交 通 遺 児 援 護 金 給 付 条 例 を 廃 止 す る 条 例  

 

提 案 理 由  

 条 例 の 廃 止 に つ い て 、 地 方 自 治 法 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に

よ り 議 会 の 議 決 を 求 め る 。  



亀 山 市 条 例 第    号  

 

   亀 山 市 交 通 遺 児 援 護 金 給 付 条 例 を 廃 止 す る 条 例  

 

亀山市交通遺児援護金給付条例（平成１７年亀山市条例第９１号）

は 、 廃 止 す る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 の 施 行 の 日 の 前 日 ま で に 、 こ の 条 例 に よ る 廃 止 前 の 亀

山 市 交 通 遺 児 援 護 金 条 例 第 ８ 条 の 規 定 に よ る 受 給 資 格 の 認 定 を 受

け た 者 に 対 す る 亀 山 市 交 通 遺 児 援 護 金 の 給 付 に つ い て は 、 な お 従

前 の 例 に よ る 。  
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